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5 コミュニケーション 

5-1 需要者への情報提供 

 

 環境計画の実効性を高めるためには、水道事業者としての説明責任を果たすととも

に、需要者の協力を得て一体となって環境対策に取り組む観点からも、需要者に対し

て情報提供を行うことが効果的である。 

 

1) 提供する情報の内容 

提供する情報の内容として、以下の事項が考えられる。 

・ 水道事業を取り巻く背景 

・ 水道事業が与えている環境負荷の現状 

・ 上記を踏まえた基本理念、基本方針 

・ 環境対策の具体的な内容 

・ 対策の進行管理 

・ 水道水の環境面の優位性（Ⅱ-5-3参照）等 

 

2) 情報の提供方法 

収集・整理した情報の提供方法として、以下の形態が考えられる。 

・ 環境報告書 

・ 環境会計 

・ パンフレット等 

 

3) 情報の提供媒体 

取りまとめた資料等を需要者に提供する際の媒体として、以下の方法が考えられる。

なお、水道事業における環境・エネルギー対策に関する取組の現状や課題等の情報を国

民に分かりやすく伝える際の参考として、温室効果ガス排出量の「見える化」に関する

取組が挙げられる（Ⅱ-5-3 4）) 。 

・ ウェブサイト（ホームページ） 

・ 広報紙 

・ 水道料金の検針票の裏面 等 

 

4) 情報提供の事例 

需要者への情報提供の事例として、例えば図-Ⅱ-5-1～図-Ⅱ-5-6 や「Ⅱ-7 環境計画
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策定例」の巻末に示すものがあり、こうしたものを参考にするとよい。 

 浄水・配水過程における物質フローの表示例（東京都水道局） ------ 〔図-Ⅱ-5-1〕 

水道局の業務のうち、主要な部分である浄水場及び給水所での取水から浄水処理、

配水までのプロセスにおける主な環境負荷を物質フローで表したものである。 

 

 環境負荷の表示例（札幌市水道局） ------------------------------ 〔図-Ⅱ-5-2〕 

 環境負荷の表示例（横浜市水道局） ------------------------------ 〔図-Ⅱ-5-3〕 

水源から取水、導水、浄水、送水、配水という一連の水の流れに沿ってインプット

（使用する資源及びエネルギー）とアウトプット（発生する廃棄物等）を図示したも

のである。 

 

 環境会計の表示例（大阪市水道局） ------------------------------ 〔図-Ⅱ-5-4〕 

環境保全にかかるコストと環境保全効果を環境会計として整理したものである。 

 

 環境計画運用結果の表示例（東京都水道局） ---------------------- 〔図-Ⅱ-5-5〕 

環境計画運用結果として、環境分野の取組事項ごとに目標と実績を整理したもので

あり、環境報告書に掲載している。 

 

 水道料金の検針票等による需要者への情報伝達 -------------------- 〔図-Ⅱ-5-6〕 

図-Ⅱ-5-6 は、電力料金の検針票の裏面を活用して、需要者に日々の暮らしの中で

CO2をどれだけ排出するかを知っていただき、省エネルギーや CO2排出削減に参加して

いただくための取組例である。水道事業においても、水道料金の検針票等を活用した

情報伝達方法が考えられる。 
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出典） 東京都水道局「環境報告書」（平成 20年度版） 

図-Ⅱ-5-1 浄水・配水過程における物質フローの表示例（東京都水道局） 



 Ⅱ-68 

  

出典） 札幌市水道局「環境報告書」（平成 21年版） 

図-Ⅱ-5-2(1) 環境負荷の表示例（札幌市水道局） 



 Ⅱ-69 

  

出典） 札幌市水道局「環境報告書」（平成 21年版） 

 

図-Ⅱ-5-2(2) 環境負荷の表示例（札幌市水道局） 
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出典） 横浜市水道局「環境報告書」（平成 20年版） 

図-Ⅱ-5-3(1) 環境負荷の表示例（横浜市水道局） 
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出典） 横浜市水道局「環境報告書」（平成 20年版） 

図-Ⅱ-5-3(2) 環境負荷の表示例（横浜市水道局） 
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出典） 大阪市水道局「環境報告書」（平成 20年度版） 

図-Ⅱ-5-4(1) 環境会計の事例（大阪市水道局） 
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出典） 大阪市水道局「環境報告書」（平成 20年度版） 

図-Ⅱ-5-4(2) 環境会計の事例（大阪市水道局） 
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出典） 東京都水道局「環境報告書」（平成 20年度版） 

 

 

図-Ⅱ-5-5(1) 環境計画運用結果の表示例（東京都水道局） 
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出典） 東京都水道局「環境報告書」（平成 20年度版） 

 

 

図-Ⅱ-5-5(2) 環境計画運用結果の表示例（東京都水道局） 
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出典） 東京電力ウェブサイト 

図-Ⅱ-5-6 検針票の裏面を利用した啓発の取組（東京電力） 
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5-2 社会貢献 

 

 水道事業は、浄水施設や事務所のみならず、水源から給水末端に至る広範囲にわたっ

て直接的または間接的に生活や事業活動に関与しており、社会貢献といった観点にも

留意することが重要である。 

 社会貢献の対象として、水道水源域では森林保全等が、事業所や水道施設周辺では環

境保全・改善対策、自然環境創出・再生・保全等が考えられる。 

 需要者との協働による環境活動、ボランティア団体等による環境保全への取組に対す

る助成制度の創設、需要者を対象とした環境教育等を実施することも考えられる。 

 

1) 環境改善対策に関する取組 

(1) 水道施設内の緑化 

庁舎等の事務所や浄水場等の水道施設内において樹木を整備する試みは、ヒートアイ

ランド現象の緩和、日除けによる空調コストの低減、CO2削減効果等だけでなく、周辺

の自然環境や景観の保全等にも資するものであり、社会貢献の一環として推進していく

ことが望まれる。このような取組の事例としては、例えば図-Ⅱ-5-7 や「Ⅲ-7-1 自然保

護・緑化等の環境改善対策」が挙げられる。 

 

 

出典） 川崎市水道局ウェブサイト 

図-Ⅱ-5-7 水道施設内の緑化の事例（川崎市水道局） 
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(2) ヒートアイランド現象の緩和 

ヒートアイランド現象とは、アスファルト舗装、ビルの輻射熱、ビルの冷房の排気熱、

車の排気熱等によって都市の中心部の気温が郊外に比べて島状に高くなる現象であり、

都市に特有の社会問題として注目されている。その対策としては、地表面被覆の改善、

都市形態の改善、人工排熱の低減、ライフスタイルの改善等が挙げられ、このような取

組の事例としては、例えば表-Ⅱ-5-1 や「Ⅲ-7-1 自然保護・緑化等の環境改善対策」が挙

げられる。 

表-Ⅱ-5-1 ヒートアイランド現象の緩和に向けた水道事業者の取組事例 

水道事業者 名称 内 容 

川口市水道
局 

浄配水場クー
ル・スポット計
画 

散水・噴霧機能を整備して場内散水を行う。 

東京都水道
局 

保水性舗装の推
進 

道路内に水を蓄え、路面温度を下げる。 

 

出典） 東京都水道局「環境報告書」（平成 20年度版） 

横浜市水道
局 

打ち水舗装 

舗装面下に埋設した管から自動給水し、地中の小さな
隙間に水が浸透する現象を利用して、導水・拡散・揚
水・保水機能を持たせ、舗装表面が潤っている状態に
する。 

名古屋市上
下水道局 

ドライ型ミスト 
水を細かな霧状にして噴射し、ヒートアイランド現象
の緩和を講じる。 

大阪市水道
局 

ヒートアイラン
ド対策モデル事
業(大阪市ミス
ト作戦 2008) 

水を細かな霧状にして噴射し、ヒートアイランド現象

の緩和を講じる。 

   出典） 大阪市水道局 

「環境報告書」（平成 20年度版） 
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2) 環境活動に対する支援等に関する取組 

(1) 需要者との協働による水源涵養林の整備 

安全・安心な水道水を供給するためには、適切な浄水処理を行うとともに水道水源の

保全を図ることが重要である。その方策の一つとして水源涵養林の整備があり、水道事

業の職員が需要者とともにこうした取組を行うことは、水に対する需要者の理解を深め、

環境保全意識の向上を図る上で有効と考えられる。このような取組の事例としては、例

えば表-Ⅱ-5-2 や「Ⅲ-7-2 地域住民の環境活動に対する支援等」が挙げられる。 

表-Ⅱ-5-2 需要者との協働による水源涵養林の整備の事例 

水道事業者 名称 内 容 

東京都水道
局 

多摩川水源森林
隊 

林業の衰退等から荒廃が進む多摩川上流域の人工民有
林を緑豊かな森に再生するため、平成 14年に「多摩川
水源森林隊」を設立した。森林保全作業の見学、学習
活動、植栽、下刈、間伐、枝打ち等のボランティア主
体の保全活動を行い、森林保全の大切さについて理解
を深めることを目的としている。 

  

出典） 東京都水道局「環境報告書」（平成 20年度版） 

横浜市水道
局 

道志水源林ボラ
ンティア活動 

人手不足等により手入れの行き届かない水源地の民有
林を、市民ボランティアの自主的な組織「道志水源林
ボランティアの会」と協働して整備し、水源涵養機能
の高い森林への再生を行っている。 
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(2) 環境保全への取組に対する助成制度 

水道水源域等における環境保全に関する取組を促進するためには、特定非営利活動法

人（NPO）等のボランティア団体の活動に対して、支援を行うこともまた重要である。

このような取組の事例としては、例えば表-Ⅱ-5-3 や「Ⅲ-7-2 地域住民の環境活動に対

する支援等」のような助成制度等が挙げられる。 

表-Ⅱ-5-3 需要者との協働による水源涵養林の整備の事例 

水道事業者 名称 内 容 

横浜市水道
局 

水のふるさと道
志の森基金 

「道志水源林ボランティアの会」等を中心とした水源
涵養林保全活動を支援するため、また、ボランティア
活動に直接参加できない需要者が資金協力という形で
広く水源涵養林の保全活動に参加できるようにするた
め基金を設立した。この基金は、需要者や企業からの
寄付と、ペットボトル入り飲料水（はまっ子どうし）
の売上の一部によるものである。 

横浜市水道
局 

水源林保全活動
を行う団体への
助成 

地域や NPO 等のボランティア団体が水源林保全活動を
実施した場合、活動費用の一部を助成するもので、こ
のほかに活動場所の提供、道具類の貸し出し等を行っ
ている。 

福岡市水道
局 

福岡市市民団体
水道水源かん養
等活動助成金 

福岡市関連の水源地域等において、市民団体が実施す
る水道水源涵養等活動に対し、予算の範囲内で、その
経費の一部を助成する。 
○対象事業  

・ 水源地域における植樹、下草刈り、枝打ち等の育
林等活動  

・ 水源地域住民との交流活動  
・ 水源地域住民との交流等に関する講演会、シンポ

ジウムの開催等  
○助成額  

・ 対象となる経費の 2分の 1以内の額で、1団体 50
万円まで  

○助成対象となる団体  
・ 対象事業への市民の参加者が 20 名以上となる福

岡市民の団体 
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(3) 需要者を対象とした環境教育 

水道事業が環境対策を実施していく上では、環境保全に対する需要者の理解と協力を

得ることが重要であり、そのための環境教育の実施に関する取組の事例としては、例え

ば表-Ⅱ-5-4 や「Ⅲ-7-2 地域住民の環境活動に対する支援等」が挙げられる。 

表-Ⅱ-5-4 需要者を対象とした環境教育の事例 

水道事業
者 

名称 内 容 

東京都水
道局 

水道キャ
ラバン 

  

出典） 東京都水道局「環境報告書」（平成 20年度版） 

横浜市水
道局 

出前水道
教室 

小学校四年生の社会科のカリキュラムの一つとして、水道局職

員が小学校へ直接伺い、水源から蛇口までの水の流れの説明や、

ろ過実験等参加体験型のプログラムを実施している。水の循環

の説明の際に、良好な水質と水量に影響のある水源涵養林の需

要性や水源保全についての PRを行い、環境教育及び環境学習の

促進に寄与している。 

 

出典） 横浜市水道局「環境報告書」（平成 20年版） 

広島市水
道局 

ちびっこ
水道教室 

小学校に水道局職員が直接出向き、次世代を担う小学生を対象

に講座を開催することで、水道の果たす役割等について理解を

深めるとともに、環境問題に対する意識の高揚を図っている。 
 

  

出典） 広島市水道局「環境会計」(平成 19年度決算版) 
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5-3 水道水の環境面の優位性のＰＲ 

 

 「Ⅱ-5-1 需要者への情報提供」で掲げた「提供する情報の内容」のうち、水道水の環

境面の優位性に関連する近年の話題として、ライフサイクルアセスメントによる水道

水とボトル入り飲料水における温室効果ガス排出量の比較、水道事業における温室効

果ガス排出量の「見える化」の活用方法、容器入り水道水に関する取組について紹介

する。 

 

1) 趣旨 

安全・安心でおいしい水道水を供給するためには、水道水源の保全を図るとともに適

切な浄水処理を行うことが必要であり、通常の浄水処理方式では十分に除去できない臭

気物質、溶解性有機物質等に対する除去性に優れた高度浄水処理（オゾン処理、粒状活

性炭処理、生物処理等）の普及が進んでいる。 

内閣府の「水に関する世論調査」（平成 20年 6月）によると、飲み水については、「特

に措置を講じずに、水道水をそのまま飲んでいる」割合が 37.5%と最も多く、浄水器や

ミネラルウォーターを利用している割合（それぞれ 32.0%、29.6%）を上回っている（図

-Ⅱ-5-8）。しかしながら、都市規模や年齢、職業別に回答を見てみると、大都市、20

～40 歳代、主婦の各階層においては、水道水をそのまま飲むとした回答よりもミネラ

ルウォーター等を購入していると回答した割合が高くなっている（表-Ⅱ-5-5）。 

ボトル入り飲料水に関しては、名古屋市上下水道局による「脱ペットボトル」への取

組や、全米市長会（US Conference of Mayors）による水道水の重要性を促進する決議

の採択（ボトル入り飲料水の使用を段階的削減）等、環境負荷低減の観点から水道水へ

の回帰を促す動きが見られる。また、財団法人水道技術研究センターによると、平均的

な水道事業の電力使用量とペットボトルの製造・輸送に係るライフサイクルエネルギー

を比較した結果、ペットボトルは水道水の 727倍もエネルギーを使用するとの研究結果

が示されている。 

こうした環境への関心の高まりは、水道水への回帰を促すよい機会であり、水道事業

においては、水道水の優位性を積極的に PRする姿勢が求められる。 
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（複数回答）

特に措置を講じずに，水道
水をそのまま飲んでいる

浄水器を設置して水道水を
飲んでいる

ミネラルウォーターなどを
購入して飲んでいる

水道水を一度沸騰させて飲
んでいる

そ の 他

わ か ら な い

37.5

32.0

29.6

27.7

2.8

0.1

0 10 20 30 40

総　数  （N=1,839人,M.T.=129.8%)

(%)

 

出典）内閣府「水に関する世論調査」（平成 20年 6月） 

図-Ⅱ-5-8 飲み水に関する摂取状況 

 

表-Ⅱ-5-5 都市規模、年齢、職業別にみた飲み水に関する摂取状況 

(複数回答) 

特に措置を講じずに、水道

水をそのまま飲んでいる

(％) 

ミネラルウォーターなど

を購入して飲んでいる

(％) 

〔都市規模〕  

大都市  27.9  34.5  

東京都区部  22.8  39.6  

政令指定都市  29.5  32.9  

〔年齢〕  

20～29歳 35.2  44.8  

30～39歳 33.3  34.0  

40～49歳 34.4  35.4  

〔職業〕  主婦  29.4  32.5  

出典）内閣府「水に関する世論調査」（平成 20年 6月） 
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2) ライフサイクルアセスメントによる水道水と容器入り飲料水における温室効果ガス排出量

等の比較 

(1) e-waterⅡにおける研究事例 

財団法人水道技術研究センターの「安全でおいしい水を目指した高度な浄水処理技術

の確立に関する研究（e-WaterⅡ）」（平成 17 年度～19 年度、厚生労働科学研究費補助

金）の環境評価委員会では、浄水施設を対象としたライフサイクルアセスメント（Life 

Cycle Assessment；LCA）を実施しており、以下に示すように水道施設による水の供給

は、ボトル入り飲料水と比較してエネルギー面で効率が良いことを指摘している。LCA

は、製品やサービスのライフサイクル全体での資源消費量や排出物量を計算し、その環

境への影響の評価を行うものである。 

ペットボトルとのライフサイクル・エネルギー消費量の比較 

「平成 16 年度容器包装ライフサイクル・アセスメントに係る調査事業報告書－飲料

容器を対象とした LCA 調査－財団法人政策科学研究所」によると、「ペットボトル耐熱

用（2L）」のライフサイクル・エネルギー消費量は 4,758 MJ/本（製品の販売店への輸

送含まず。リサイクル代替値差し引き後）というデータがある。これを用いて 1m3当た

りに換算すると、2,379 MJ/m3となる。 

また、ボトル水の輸送について、4tトラック 1台で 4m3のボトル水を輸送できたと仮

定し、輸送距離を山梨～東京間程度の距離として 200 km、燃費を 8 km/Lと仮定して軽

油の単位発熱量 38.2 MJ/Lを用いて輸送に必要なエネルギーを算出すると 239 MJ/m3と

なる。 

上記の条件で試算すると、ボトル本体の製造とボトル水の輸送によるエネルギー消費

量の合計は、2,618 MJ/m3となる。 

一方、水道水の場合は前述の一日平均浄水量 20,000 m3の浄水場の年間電力使用量の

推定結果 2.78×106 kWh/年と電力原単位 9.45 MJ/kWh より、1m3当たりのエネルギー消

費量に換算すると、3.6 MJ/m3となり、ペットボトルの 1/727 のエネルギー消費量とな

る。 

上記の試算は、一定の算定基準から試算したものであるが、水道施設がエネルギー効

率よく社会へ水を供給していることが伺える。 

出典） (財)水道技術研究センター「e-waterⅡ報告書」 

 

(2) 水道水と容器入り飲料水の比較に関するその他の事例 

水道水と容器入り飲料水における温室効果ガス排出量等については、上記以外では表

-Ⅱ-5-6 に示すような事例があり、いずれも水道水は環境面の効率性が高い結果となっ

ている。 

なお、表-Ⅱ-5-6 の各事例では、算定方法の詳細が公表されていないものがあり、比

較の際には、ライフサイクルのどの範囲を対象とした算定結果になっているかについて、
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注意を要する。LCAでは固定資本形成について省略している事例が散見されるが、省略

しても算定結果に影響のない範囲か確認する必要があり、水道については固定資本形成

分の寄与が大きいと考えられるため、ここでは 2 種類の数値を示している。また、LCA

に関する国際規格 ISO14040 では、製品間で LCA 結果を比較する際には利害関係者を含

んだクリティカルレビューを必要としているなど、製品間の LCA結果の評価については

注意を要するものとなっている。 

表-Ⅱ-5-6 水道水と容器入り飲料水における温室効果ガス排出量等の算出例 

 
温室効果ガス 

排出量（CO2換算） 
出 典 

水道水 

1Lあたり 
0.220g 

（社）日本水道協会「水道統計」（平成 18年度）
より算出 
○算定範囲：原料である原水の取水から、製造段

階である浄水処理、流通段階である容器包装
（管路）を介した送配水を経て、製品としての
水道水が需要者に供給されるまで。浄水過程で
発生する廃棄物（浄水発生土）の廃棄（埋立）
段階も含む。 

○算定対象：水道施設及び事務所における電力、
燃料、熱及び薬品の使用並びに浄水発生土の埋
立に伴う温室効果ガス発生量 

1Lあたり 
0.620g 

（社）日本水道協会「水道統計」（平成 18年度）、
総務省「産業連関表」より算出 
 
○全国の水道事業の運営に伴い発生する CO2 量
（固定資本形成分を含む） 

容器入り飲
料水 

1Lあたり 
172g，185g  

Danone社ミネラルウォーター 
Danone社ウェブサイト 
http://www.danone.co.uk/environment.htm 

250mLあたり 
240g, 260g, 360g 

テスコ社清涼飲料 
The Carbon Trustウェブサイト 

http://www.carbontrust.co.uk/ 

100Lあたり 
158kg 

Cerelia社ミネラルウォーター 
Cerelia社ウェブサイト 
http://www.environdec.com/pageId.asp?id=500 

ペットボト
ル 
容器 

122g（耐熱用 500 mL） 
255g（耐熱用 2 L） 
108g（炭酸用 500 mL） 
192g（炭酸用 1.5 L） 

（財）政策科学研究所「環境省請負調査：平成
16 年度容器包装ライフ・サイクル・アセスメン
トに係る調査事業報告書 －飲料容器を対象とし
た LCA調査－」（平成 17年 3月） 

 

3) 環境負荷低減の観点から水道水への回帰を促す近年の動向 

環境負荷低減の観点から水道水への回帰を促す近年の動向として、以下の事例が挙げ

られる。 

・ ロンドン市：ボトル入り飲料水を買うのをやめ、安くておいしく環境にもやさし

い水道水を飲むようにと市民に訴え掛けるキャンペーン（London On Tap）を実施
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（平成 20年 2月） 

・ シカゴ市：ボトル水 1本当たり 5セント課税（平成 20年 4月） 

・ 名古屋市上下水道局：カラフェ（水差し）による環境に配慮した「名古屋の水道

水」の PR（平成 20年 5月 19日）（Ⅱ-5-3 6）参照） 

・ 全米市長会：自治体ごとにボトル入り飲料水の使用を段階的に削減し、水道水の

重要性を促進する決議を採択（マイアミ、平成 20年 6月 23日） 

・ サンフランシスコ市：市役所機関でのボトル水購入禁止（平成 20年 7月） 

・ Corporate Accountability International（CAI:米国アメリカ NGO）：“Think 

Outside the Bottle”a campaign working to promote, protect and ensure public 

funding for our public water systems 

 

4) 水道事業における温室効果ガス排出量の「見える化」の活用方法 

(1) 温室効果ガス排出量の「見える化」の概要 

水道事業における環境・エネルギー対策に関する取組の現状や課題等の情報を需要者

に分かりやすく伝える方法として、例えばカーボンフットプリント等の温室効果ガス排

出量の「見える化」の手法、水道事業者のウェブサイト等の活用が考えられる。 

温室効果ガス排出量の「見える化」とは、商品・サービスに伴う温室効果ガス排出量

を定量的に可視化することである。消費者による商品選択の際の一つの判断基準となり、

より省 CO2の商品選択が促されることが期待される。商品・サービスの原材料調達から

廃棄・リサイクルまでのライフサイクルの CO2排出量を表示することをカーボンフット

プリントというが、「見える化」はこれを含む、より広い概念である。 

 

(2) 「見える化」の取組の例としてのカーボンフットプリントの概要 

カーボンフットプリントとは、商品のライフサイクル全般で排出された温室効果ガス

を CO2 量で表したものである（写真-Ⅱ-5-1）。商品にライフサイクル全般で排出された

CO2 量を表示（見える化）することで、事業者の温暖化対策を消費者にアピールすると

ともに、消費者自身に CO2排出量の自覚を促すことが可能となる。また、サプライチェ

ーンを通じた企業の CO2排出量削減を促す効果も有するとされる。 
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出典）経済産業省・商務流通Ｇ流通政策課・産業技術環境局環境調和産業推進室 

「カーボンフットプリント制度の実用化・普及推進研究会の進め方について」（平成 20年 6月） 

写真-Ⅱ-5-1 海外における温室効果ガス排出量の「見える化」の例 

 

(3) 「見える化」に関する国内外の動向 

温室効果ガス排出量の「見える化」に関する国内外の動向として、表-Ⅱ-5-7 が挙げ

られる。表に挙げた日本、韓国、英国以外にもフランス、ドイツ、スイス等各国でカー

ボンフットプリントの表示に向けた取組が進められている。 

表-Ⅱ-5-7 カーボンフットプリントに関する国内外の動向 

国等 内 容 

日本 

・ 平成 20 年 3 月末に全部改定した「京都議定書目標達成計画」にお
いて、製品・サービスの製造・使用段階等における CO2排出量の「見
える化」を推進する旨が記載された。 

・ 平成 20 年 4 月の経済財政諮問会議において、甘利経済産業大臣よ
り、消費者への「見える化」が提案された。 

・ 産業構造審議会の産業と環境小委員会において、カーボンフットプ
リントの制度化の検討を行う旨の提言がなされた。 

・ 平成 20 年 6 月 9 日に発表された「福田ビジョン」において、カー
ボンフットプリントの制度化の推進が表明された。 

韓国 
・ カーボンフットプリント算定・表示・認証制度のモデル事業の実施

が検討されている。 

英国 
・ 平成 20 年 10 月に The Carbon Trust が英国規格協会との共同によ

り温室効果ガスの算定に関する規格「PAS2050」を発行している。 

ISO 
・ カーボンフットプリント算定基準の国際標準化に向け、国際標準化

機構（ISO）の第 207技術委員会（TC207）が設置された。 
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(4) 国内・関係省庁における「見える化」の取組 

温室効果ガス排出量の「見える化」関して、表-Ⅱ-5-8 に示すように関係省庁による

各種の取組がなされている。 

 

表-Ⅱ-5-8 関係省庁による温室効果ガス排出量の「見える化」関連会議 

省庁名 会議等名称 主旨等 

環境省 
温室効果ガス
「見える化」推
進戦略会議 

平成 20年 6月に公布された温暖化対策法の一部改正法では、第
20 条の 6において、見える化促進の努力義務規定が盛り込まれた。 

また、福田前首相が同月に『「低炭素社会・日本」をめざして』と
題して発表した、いわゆる「福田ビジョン」においても、「見える化」
に関し、カーボン・フットプリント制度等の国際的なルール作りに
積極的に関与し、また、平成 21年度から試行的な導入実験を開始す
る予定となっている。 

更に、「見える化」のうち、カーボン・フットプリント制度につい
ては、ISO化に向けた議論が今後開始される予定であり、こうした
動向も踏まえ、見える化推進の方法等について検討を行うため、『温
室効果ガス「見える化」推進戦略会議』を設置し、国民や事業者の
自らの活動に伴う温室効果ガス排出量の可視化を図り、具体的な行
動の促進、ライフスタイルの変革につなげていくことを目指す。 

経済 
産業省 

CO2排出量の算
定・表示・評価
に関するルー
ル検討会 

温室効果ガスの削減に向けた取組の一環として、商品へのライフ
サイクル CO2排出量を表示する、いわゆるカーボンフットプリント制
度の実用化・普及促進に向け、我が国におけるカーボンフットプリ
ント制度の在り方が検討されている。その成果が「カーボンフット
プリント制度の在り方（指針）」としてとりまとめられている。また、
「カーボンフットプリント・統一マーク」が公募により決定されて
いる。 

カーボンフッ
トプリント制
度の実用化・普
及推進研究会 

農林 
水産省 

食料・農業・農
村政策審議会、
林政審議会、水
産政策審議会
地球環境小委
員会合同会議 

農林水産省では、地球温暖化や生物多様性等の地球環境問題につ
いて議論を深めるため、食料・農業・農村政策審議会、林政審議会、
水産政策審議会の各審議会の下に地球環境小委員会を設置し、検討
が行われている。農林水産物等の省 CO2効果の表示方法を検討する
とともに、省 CO2に寄与する国産農林水産物等の選択による低炭
素社会づくりに向けた国民運動の推進について検討が行われて
いる。平成 21年 3月 17日に開催された第 10回合同会議では、「農
林水産分野における省 CO2効果の表示の指針」の案について審議
が行われ、その結果を踏まえて平成 21年度早期に同指針が公表
される見込みとなっている。 
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省庁名 会議等名称 主旨等 

国土 
交通省 

国土交通政策
研究所 サプラ
イチェーン物
流環境ディス
クロージャー
調査 

企業又は商品若しくはサービスに係るサプライチェーン全体の物
流を対象とし、モーダルシフトや物流効率化等の CO2排出削減対策に
係るコストや効果を定量的に測定し、計上する方法（以下「SC物流
環境ディスクロージャー」）の基本・概略設計を目指した調査研究が
行われている。サプライチェーン物流環境ディスクロージャーに関
し、業種横断・共通的なモデル又はガイドラインの基本・概略設計
を行う。なお、この仕組は、企業の自主的な取組を促すボランタリ
ーなものとすることを想定しており、基本・概略設計ができれば、
必要に応じて国内外の関係機関とも連携して広く普及させることも
視野に入れられている。 

また、国土交通省では、建築物総合環境性能評価システム、住
宅性能表示制度、エコレールマーク制度、エコシップマーク等の
推進により、環境負荷の「見える化」を推進し、多様な主体の参
加・共同によりライフスタイル・ビジネススタイルの変革の促進
に向けた活動が行われている。 

 

(5) 厚生労働省における「見える化」の取組 －蛇口への回帰にむけて－ 

温室効果ガス排出量の「見える化」の商品ラベルは、各省庁独自に決められている（図

-Ⅱ-5-9～図-Ⅱ-5-10）。水道事業における「見える化」の取組についても同様のラベル

等の使用が考えられるが、水道事業はその性質上、自由競争の原理になじまず地域独占

となる特色を有しており、水道事業における「見える化」の取組は他の水道事業者の水

道水との商品選択を促すためのものではないことから、同一のマークで統一する必要性

は低いものと思われる。 

 

図-Ⅱ-5-9 経済産業省「カーボンフットプリント・統一マーク 

 

図-Ⅱ-5-10 農林水産省における農林水産物の省 CO2効果の表示例 
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水道事業における温室効果ガス排出量の「見える化」の検討は、水道事業者自身の自

覚を促し、環境・エネルギー対策を見直すための手段として推進するとともに、「見え

る化」の主目的の一つである「より省 CO2の商品選択が促されること」に主眼を置いて

行う必要があると考えられる。内閣府の「水に関する世論調査」（平成 20年 6月）によ

ると、大都市、20～40歳台、主婦の各階層においては、水道水をそのまま飲むとした

回答よりもミネラルウォーター等を購入していると回答した割合が多い（詳細は 1）参

照）状況にあるが、表-Ⅱ-5-5 にみられるように、水道水には、他の飲料水と比較して、

環境面で優位性があると示されている。このため、水道事業における温室効果ガス排出

量の「見える化」は、需要者への情報提供の手段として、また、事業者自身の自覚を促

し、環境・エネルギー対策を見直すための手段として、水道水における温室効果ガス排

出量の「見える化」を推進することにより、需要者の蛇口離れから「蛇口への回帰」へ

と繋がるものと考えられる。 

なお、LCAを実施する際には、ライフサイクルのどの範囲を対象としたものか明らか

にする必要がある。水道水の温室効果ガス排出量の算定にあたっては、算定対象（取水

から送配水まで）を明確化したり、水道用水供給事業者から用水供給を受けている場合

には、水道用水供給事業者による温室効果ガス排出量を用水供給の対象事業者ごとの供

給水量で按分して加算したりするなど、算定条件を統一する必要がある。 

水道水における温室効果ガス排出量の「見える化」の検討・実施にあたっては、単位

水量当たりの CO2排出量をラベルに記載し、水道水の「見える化」であることがわかる

よう示したり、「蛇口への回帰」の想いも込めて、ラベルには蛇口やコップのイメージ

図を用いたりするなど、創意工夫が必要である。（ラベルのサンプル案として図-Ⅱ-5-11

参照）オリジナリティを出す観点から、各事業者や市町村のイメージキャラクターと併

用することも考えられる。また、こうして作成・考案したラベルを環境計画、環境報告

書、地域水道ビジョン、ウェブサイト、広報、パンフレット、水道料金の検針票等で使

用し、需要者に対して情報提供していくことは、水道事業の取組を需要者に伝え、水道

や環境に対する需要者の関心を喚起する上で、有効な取組であると考えられる。 
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図-Ⅱ-5-11 水道における温室効果ガス排出量「見える化」ラベルのサンプル(案) 

（※上記はあくまで例であり、各事業者による自由な取組が求められる） 

 

5) 容器入り水道水に関する取組 

(1) 国内の動向 

近年、水道水や水道水源の水を缶やペットボトルに詰めて販売又は配布している水道

事業者が増えており、平成 20 年度現在、101 事業者においてボトルウォーターが製造

されている（表-Ⅱ-5-9、図-Ⅱ-5-12～図-Ⅱ-5-13）。このうち、販売している事業者は

45%、販売していない事業者は 31%である（図-Ⅱ-5-14）。容器の種類はペットボトルが

85％を占め、アルミ缶は 10％となっている（図-Ⅱ-5-15）。こうした取組は、災害時に

備えた飲料水の備蓄としての役割と需要者に対して水道の良さを PR するという広報面

での役割を有している。 
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表-Ⅱ-5-9 容器入り水道水を製造している水道事業者の一覧 (1) 
地域 都道府県 事業体 地域 都道府県 事業体
北海道・ 北海道 小樽市 富士市
東北 札幌市 沼津市

旭川市 裾野市
恵庭市 御殿場市

青森県 八戸圏域水道企業団 藤枝市
青森市 静岡県（榛南）

岩手県 盛岡市 静岡県（遠州広域）
紫波町 静岡県（駿豆）
滝沢村 愛知県 名古屋市

秋田県 秋田市 岡崎市
山形県 山形市 愛知中部水道企業団
福島県 須賀川市（須賀川） 愛知県

田村市（船引） 三重県 四日市市
喜多方市 桑名市

関東・ 茨城県 水戸市 近畿 京都府 京都市
甲信越 日立市 大阪府 大阪市

栃木県 宇都宮市 堺市
足利市 枚方市
小山市 河内長野市
芳賀中部上水道企業団 大阪府
栃木県 兵庫県 神戸市

群馬県 桐生市 伊丹市
太田市 芦屋市
伊勢崎市 奈良県 奈良市
群馬県 中国・ 鳥取県 米子市

埼玉県 さいたま市 四国 島根県 松江市（松江）
川越市 出雲市
草加市 島根県（飯梨川）
越谷・松伏水道企業団 岡山県 岡山市
新座市 広島県 広島市
鳩ヶ谷市 福山市

千葉県 我孫子市 三原市
東京都 東京都 広島県（広島）

武蔵野市 山口県 下関市
神奈川県 横浜市 宇部市

川崎市 防府市
小田原市 中国・ 山口県 岩国市
神奈川県 四国 光市
座間市 柳井地域広域水道企業団
神奈川県内広域水道企業団 九州・ 福岡県 添田町

新潟県 新潟市 沖縄 福岡地区水道企業団
三条市 長崎県 長崎市（長崎）

山梨県 甲府市（甲府） 佐世保市
長野県 上田市 諫早市

中部 富山県 高岡市 九州・ 長崎県 諫早市
射水市 沖縄 熊本県 熊本市
富山市 大分県 別府市

石川県 小松市 宮崎県 延岡市
福井県 福井市 鹿児島県 鹿児島市
岐阜県 岐阜市 沖縄県 那覇市
静岡県 静岡市 沖縄県  

（（社）日本水道協会、水道産業新聞社ウェブサイトをもとに作成） 
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（（社）日本水道協会、水道産業新聞社ウェブサイトをもとに作成） 

 

図-Ⅱ-5-12 容器入り水道水を製造している水道事業者数の経年変化 
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（（社）日本水道協会、水道産業新聞社ウェブサイトをもとに作成） 

図-Ⅱ-5-13 容器入り水道水を製造している水道事業者数の都道府県別集計 
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（（社）日本水道協会、水道産業新聞社ウェブサイトをもとに作成） 

図-Ⅱ-5-14 容器入り水道水の販売の有無 
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（（社）日本水道協会、水道産業新聞社ウェブサイトをもとに作成） 

図-Ⅱ-5-15 容器入り水道水における容器の形態 
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(2) 海外における取組 

容器入り水道水に関する取組の一例として、韓国では、2008 年 11 月 11 日の閣議に

おいて、地方自治体や韓国水資源公社が水道水をペットボトル等の容器に入れて販売す

ることを可能とする改正水道法案を審議、議決している。 
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6) 脱ペットボトルの取組（カラフェ（水差し）による環境に配慮した「名古屋の水道水」のＰＲ） 

(1) 趣旨 

市政世論調査において、名古屋の誇れ

るところ、良いところとして、名古屋の

水道のおいしさが第 2位となっている※。

名古屋市上下水道局では、このおいしさ

を PRするため、ペットボトル「名水」を

局イベント等で配付してきたが、環境へ

の負荷低減と廃棄物減量の観点から、こ

の PR方法を見直すこととした。 

※現在の調査方式となった平成 18年以降、毎
年 2位となっている。 

 

(2) カラフェの概要 

容量 ：1,000 mL、500 mL 

原材料：使用済み蛍光管を使った再生ガラス 

 

(3) カラフェによる効果 

ペットボトル「名水」は、名古屋市上下水道局のイベントでの配布の他、市内各部局

が主催する会議にも提供してきており、昨年度の配付概況からペットボトルの製造・処

分に係る CO2排出量を試算した場合、50,000本のペットボトルは、6,000kgの CO2排出

と、1,250kgの資源ごみに相当し、カラフェを活用することによってこれらの発生を抑

制することができると試算している。 

配付数 試算 CO2排出量 

イベント：37,000本、局関係会議：3,000本（合わせて 6,000 kg-CO2） 

その他会議：10,000本 

 

(4) 今後の展開 

環境首都をめざす名古屋市として、健やかで環境にやさしいライフスタイルの提案と

ともに、上下水道局オリジナルのカラフェを活用した「名古屋の水道水」の PRを展開

していくこととしている。 

・ 局イベントではカラフェとリユースカップを用いた PR 

・ 環境に配慮した率先行動として、会議ではカラフェを使用 

・ 趣旨に賛同するレストラン等にカラフェを貸与 

 

写真-Ⅱ-5-2 名古屋市上下水道局のカラフェ 

出典）名古屋市上下水道局ウェブサイト 


